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☆今年度も議会報告会を開催します☆

▲�昨年の議会報告会の様子

　 　 　 　・新庁舎建設について
　 　 　 　・総合病院について

　７月21日（木）　肥田公民館　　　　午後７時～
　７月26日（火）　セラトピア土岐　　午後７時～
　７月27日（水）　駄知公民館　　　　午後７時～
　７月28日（木）　ウエルフェア土岐　午後７時～
　７月29日（金）　鶴里公民館　　　　午後７時30分～
　７月30日（土）　土岐津公民館　　　午前 10時～

テーマ

開催日時

の を します表 紙 写 真 募 集

このたびの熊本地震では、計り知れない自然の驚異を見せつけられた思いでいっぱいです。
地震の被害によりなくなられた方に謹んでお悔やみ申し上げますとともに、被災された方々には、

心よりお見舞い申し上げます。
これからの一刻も早い復興をお祈りいたします。
こうした自然の災害は、いつどこで起こるかわかりません。災害はいつでも起こりうるという意

識を常日頃から持ち、家族や地域で話し合う習慣を身につけておくことも大切なことだと思います。
さて、これから夏に向かいますが、今年の夏の気温は天気予報ではかなり暑くなりそうです。皆

様方におかれましては、お身体にはくれぐれもお気を付けください。
また、議会だよりにつきましては、市民の皆様により一層親しみやすく、分かりやすいものにし

ていきたいと、広報広聴特別委員一同頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
ご意見やご感想などございましたら、各議員又は市役所議会事務局までお寄せください。

（文責：水野哲男）

◆テ ー マ　　土岐市の豊かな自然
◆募集期間　　随時募集（ただし、8月号の締切は 7月 15日までとします。）
◆応募資格　　土岐市に在住・在勤・在学の方
◆規　　格　　現像の場合：Lサイズ以上　デジタル写真データの場合：JPEG形式で 2MB程度
◆応募方法　　次の必要事項を明記の上、土岐市議会事務局へ郵送、電子メールで送信、または持参してください。

①写真のタイトル（10文字程度）　②撮影場所及び撮影年月日　③撮影者の住所・氏名・電話番号
◆掲載方法　　年 4回発行（2・6・8・11月）の議会だより（モノクロでの掲載となります）

写真と一緒にタイトル、撮影場所、撮影者氏名を掲載する予定です。
◆審査方法　　広報広聴特別委員会にて審査します。
◆注意事項　　写真は未発表のオリジナル作品とし、著作権・肖像権の侵害などが生じないものに限ります。

応募写真の返却はいたしません。掲載された写真の著作権は土岐市議会に帰属します。
◆応募・問い合わせ

土岐市議会事務局　住所：〒 509-5192　土岐市土岐津町土岐口 2101 番地
電話：0572-54-1111（内線 351）　メール：gikai@city.toki.lg.jp


